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2018年4月18日、タイ関税局より「関税一括追加納付プ

ログラム」の開始が発表されました。このプログラムは、

輸出入を行う企業による関税の納付不足について、自

主的な開示を促すことを目的としています。 
 

プログラムへの参加を希望する企業は、まず担当部署

である関税局の事後監査部（PCAB）へ自主開示を行う

旨の書面を提出します。その後、不正の証拠がないと

認められると、関税納付不足に対する罰金および加算

税を免除されます。また、通常の自主開示とは異なり、

各管轄税関ではなく、PCABでの一括で関税および延

滞税の追加納付が認められます。 
 

ただし、密輸、故意の関税回避、輸出入ライセンスの不

備、知的財産侵害に関する自主開示はプログラムの対

象となりません。また、現在、関税局、特別調査部

（DSI）、経済犯罪捜査局（ECD）の調査を受けている企

業や係争中の案件を有する企業はプログラムに参加す

ることはできません。 
 

プログラムの実施期間は2018年4月1日から2019年4月

30日までです。参加を希望する場合は、PCABへ申請

の上、30日以内に関連書類を提出する必要があります。 
 

なお、プログラムへの参加は、事前に社内でコンプライ

アンス状況を確認し、慎重に検討されることをお勧めい

たします。必要であれば、PwC関税チームでもサ

ポートいたしますので、お気軽にお問い合わせくだ

さい。 
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